
2010 年 6 月 1 日本山町は 100 歳を迎えます     平成 20（2008）年 11 月 19 日（１）        
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現
在
の
３
園
を
統
合
し
、
来
年
度
よ
り
建
設
中
の
新
し
い

保
育
所
で
の
保
育
が
始
ま
り
ま
す
。
統
合
に
よ
り
、
保
護
者

の
皆
さ
ま
方
に
は
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
が
多
々
あ

る
と
思
い
ま
す
が
、
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

さ
て
、
来
年
度
、
保
育
所
へ
入
所
を
希
望
さ
れ
る
方

（在

園
児
童
も
含
む
）
に
つ
い
て
、
入
所
申
込
書
等
に
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
、提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。入
所
申
込
書
は
、

各
保
育
所
、
保
健
セ
ン
タ
ー
に
あ
り
ま
す
。 
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所
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・
昼
間
家
事
以
外
の
仕
事
を
し
て
い
る
場
合

（家
庭
内
の

仕
事
で
父
親
が
そ
の
仕
事
に
従
事
し
、
か
つ
使
用
人
が

い
る
場
合
を
除
く
） 

・
死
亡

・
行
方
不
明
な
ど
の
場
合 

・
長
期
の
病
人
、
心
身
障
害
者
な
ど
の
看
護
に
あ
た
っ
て

い
る
場
合 

・
出
産
の
前
後
、
病
気
、
心
身
障
害
な
ど
の
場
合 

・
求
職
中
の
場
合 

な
ど
の
事
情
に
よ
っ
て
、
両
親
が
家
庭
で
保
育
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
そ
の
家
庭
で
他
に
保
育
す
る
者
が
い
な
い

場
合
に
限
り
ま
す
。 

要
件
に
該
当
し
な
い
場
合
は
入
所
で
き
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

 

○○○○
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込
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込
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込
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み
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み
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次次次次
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日
程
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程
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程
日
程
でででで
面
接
受
付

面
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受
付

面
接
受
付

面
接
受
付
に
て
に
て
に
て
に
て
行行行行
い
ま
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い
ま
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い
ま
す

い
ま
す
。。。。 
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１２
月
１
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（月
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午
後
１
時
３０
分
～
午
後
５
時
３０
分 

ど
う
し
て
も
都
合
の
つ
か
な
い
方
は
、
１２
月
２
日
（火
）

～
５
日

（金
）
ま
で
に
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
で
申
込
み
を
し

て
く
だ
さ
い
。 

在
園
児
童
は
、
１２
月
５
日
（金
）
ま
で
に
各
保
育
所
へ

入
所
申
込
書
等
を
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

０
歳
児
の
受
け
入
れ
は
生
後
６
ヶ
月
超
と
な
っ
て
い
ま

す
。
４
月
以
降
に
そ
の
要
件
を
満
た
し
、
入
所
を
希
望
さ

れ
る
方
に
つ
い
て
も
、
申
し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。 

期
間
内
に
申
し
込
み
が
な
い
と
、
４
月
当
初
の
入
所
決

定
選
考
か
ら
除
か
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ

さ
い
。 
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育
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介
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育
所
紹
介    

                 

○○○○
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い
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基
本
時
間
（平
日
は
午
後
４
時
、
土
曜
日
は
午
後
１２ 

時
）
以
降
に
ご
家
庭
に
だ
れ
も
居
な
く
、
保
育
が
必
要 

な
児
童
の
み
対
象
で
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
、
居
残
り 

保
育
申
込
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

○○○○
広
域
入
所

広
域
入
所

広
域
入
所

広
域
入
所
に
つ
い
て

に
つ
い
て

に
つ
い
て

に
つ
い
て    

希
望
さ
れ
る
方
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
で
申
し
込
み 

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 

【問
い
合
わ
せ
先
】 

健
康
福
祉
課 

電
話 

７０
―
１
０
６
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コ
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町
内
の
小
学
生
を
対
象
に
、
第
１１
回
緑
に
関
す
る
絵
画
コ

ン
ク
ー
ル
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

例
年
、
産
業
文
化
祭
で
全
作
品
の
展
示
を
行
っ
て
い
ま
し

た
が
、
本
年
は
次
の
と
お
り
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら

せ
し
ま
す
。 

平
日
の
開
催
で
す
が
、
個
性
あ
ふ
れ
る
作
品
が
皆
様
の
ご

来
場
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

な
お
、
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
を
開
催
す
る
に
あ
た
り
、
緑
の

募
金

（高
知
県
森
と
緑
の
会
）
が
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

期 

日 

１２
月
１
日

（月
）
～
１２
月
５
日

（金
） 

場 

所 
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時 

間 

午
前
９
時
～
午
後
６
時
ま
で 

 

【問
い
合
わ
せ
先
】 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
内 

緑
の
募
金
事
業
担
当
者 

電
話 

７６
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９
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本
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【【【【隔
週
水
曜
日
発
行

隔
週
水
曜
日
発
行

隔
週
水
曜
日
発
行

隔
週
水
曜
日
発
行
】】】】 

第７５６号  

名  称 本山町立本山保育所 

住  所 本山町本山558 - 1 

受入年齢 
０歳児（生後６ヶ月を超える）～ 

５歳児（H15．4．2 生） 

定  員 100 名 

開所 
曜日 

時間 

月曜～金曜は7：30 ～ 18：00 

（基本時間は8：00 ～ 16：00）

土 曜 日は7：30 ～ 18：00 

（基本時間は8：00 ～ 12：00）

※基本時間後の居残り保育については、 

別途申込の必要あり 

 職員の確保状況により、受け入れできない場合があります。 
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重
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者
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日
研
修

日
研
修

日
研
修

日
研
修
に
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い
て

に
つ
い
て

に
つ
い
て

に
つ
い
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重
度
の
障
害

（１
級

・
２
級
の
手
帳
）
を
持
た
れ
た
方
を
対

象
と
し
た
、
１
日
研
修
を
計
画
し
ま
し
た
。
バ
ス
の
座
席
に
座

れ
る
方
で
あ
れ
ば
参
加
で
き
ま
す
。 

 
 

当
日
は
、
ヘ
ル
パ
ー
・
社
協
職
員
が
同
行
し
、
車
椅
子
も
準

備
し
て
い
ま
す
。必
要
に
応
じ
て
家
族
の
方
も
参
加
可
能
で
す
。

対
象
者
の
方
は
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

 

日 

時 

１２
月
１９

日

（金
） 

行
き
先 

高
知
県
歴
史
民
族
資
料
館

（南
国
市
） 

 
 

 
 

 
 

 

特
別
展
示

「昔
の
く
ら
し
博
物
館
」 

 
 

 
 

 
 

そ
の
他
商
業
施
設
見
学 

行 

程 

吉
野
公
民
館
午
前
９
時
発 

（国
道
沿
い
で
乗
車
で
き
ま
す
。） 

参
加
費 

１
，
０
０
０
円 

 

定 

員 

３０
名 

申
込
締
切
り 

１２
月
１５

日

（月
） 

申
込
み
先 

お
近
く
の
民
生
委
員
ま
た
は
社
会
福
祉
協
議
会

事
務
局 

主 

催 

社
会
福
祉
協
議
会 

 

【問
い
合
わ
せ
先
】 

 
 

社
会
福
祉
協
議
会 

電
話 

７６
―
２
３
１
２ 

 

                         
 

 
 

 
 

 
 

 

犯
罪
被
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給
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制
度

犯
罪
被
害
給
付
制
度

犯
罪
被
害
給
付
制
度

犯
罪
被
害
給
付
制
度
を
ご
を
ご
を
ご
を
ご
存存存存
じ
で
す
か

じ
で
す
か

じ
で
す
か

じ
で
す
か
？？？？    

 

〈犯
罪
被
害
給
付
制
度
と
は
〉 

殺
人
、
傷
害
等
の
犯
罪
行
為
に
よ
り 

 
 

 

○
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
方
の
ご
遺
族 

○
ケ
ガ
を
し
て
、
入
院
を
さ
れ
た
り
、
精
神
疾
患
を
発
症

さ
れ
た
方 

 
 

 

○
体
に
障
害
が
残
っ
た
方 

 

に
対
し
て
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
精
神
的

・
経
済

的
打
撃
の
緩
和
を
図
る
制
度
で
す
。 

 

 
 
 
 
 
                

 

                 
 

【問
い
合
わ
せ
先
】 

本
山
警
察
署 

電
話 

７
６
―
０
１
１
０ 

警
察
本
部
警
務
課
被
害
者
対
策
室 

電
話 

０
８
８
―
８
７
１
―
３
１
１
０ 

職
場
職
場
職
場
職
場
のののの
ト
ラ
ブ
ル

ト
ラ
ブ
ル

ト
ラ
ブ
ル

ト
ラ
ブ
ル
で
お
で
お
で
お
で
お
悩悩悩悩
み
の
み
の
み
の
み
の
方方方方
へへへへ 

～～～～
無
料
労
働
相
談

無
料
労
働
相
談

無
料
労
働
相
談

無
料
労
働
相
談
～～～～    

 

解
雇
や
賃
金
引
下
げ
、
労
働
時
間
、
い
じ
め
や
セ
ク 

シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
職
場
で
の
ト
ラ
ブ
ル
相 

談
を
お
受
け
し
ま
す
。 

ま
た
、
高
知
労
働
局
と
高
知
県
労
働
委
員
会
で
は
、 

あ
っ
せ
ん
な
ど
も
行
っ
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
相
談
窓 

口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 

※
相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
、
担
当
行
政
機
関
を
ご
案 

内
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 

【問
い
合
わ
せ
先
】 

高
知
労
働
局
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー 

電
話 

０
１
２
０
―
７
８
３
―
７
２
２ 

（フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
） 

 
 

 
 

 
 

０
８
８
―
８
８
５
―
６
０
２
７ 

高
知
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー 

電
話 

０
８
８
―
８
８
５
―
６
０
１
０ 

高
知
県
労
働
委
員
会 

電
話 

０
８
８
―
８
２
１
―
４
６
４
５ 

      

講
演
会

講
演
会

講
演
会

講
演
会
の
お
の
お
の
お
の
お
知知知知
ら
せ
ら
せ
ら
せ
ら
せ
チ
ラ
シ

チ
ラ
シ

チ
ラ
シ

チ
ラ
シ
に
つ
い
て

に
つ
い
て

に
つ
い
て

に
つ
い
て    

 
 

１１

月
２５

日

（火
）
開
催
の

「本
山
町
青
少
年
の
た

め
の
オ
ー
サ
ー
ビ
ジ
ッ
ト
事
業
」
桂
こ
け
枝
さ
ん
の
講

演
会
は
、
配
布
チ
ラ
シ
で
は
中
学
生
対
象
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、

一般
の
方
も
参
加
で
き
ま
す
の
で
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。 

 

【問
い
合
わ
せ
先
】 

 
 

プ
ラ
チ
ナ
セ
ン
タ
ー 

電
話 

７
６
―
２
０
８
４ 

被害者が死亡

した場合 

怪我や病気の治療のため

入院及び通院された場合 

身体に障害が

残った場合 

    
遺族給付金遺族給付金遺族給付金遺族給付金    

重傷病給付金重傷病給付金重傷病給付金重傷病給付金    
加療１ヶ月以上で 3 日以上の入院を必要とす
る怪我をされた方（ただし、精神疾患の場合は、
入院を必要としません。） 

障害給付金障害給付金障害給付金障害給付金    
障害等級１級～１４級に該当
する方 

遺遺遺遺            族族族族 被害者本人被害者本人被害者本人被害者本人 被害者本人被害者本人被害者本人被害者本人 

〈給付金の種類と給付金が支給される方〉 


